
高 度 地 区 に よ る 高 さ 制 限 
（平成 30年 3月 27日 伊丹市告示第 44号） 

 高度地区は、建物の高さを規制することにより、日照・通風・採光などを確保し、住環境を保

護するものです。 

 本市では、現在、北側斜線制限の高度地区を定めています。高度地区の種類は 3 種類で、住居

系用途地域と同地域に隣接するその他の用途地域の一部に指定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建 築 物 の 高 さ の 最 高 限 度 

建築物の各部分の高さ（地盤面からの高さによる。

以下同じ）は、当該部分からの前面道路の反対側の境

界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に

０．６を乗じて得たものに５ｍを加えたもの以下とす

る。（ただし、建築物の高さは１０ｍ以下） 

制   限   内   容   図 

指定地域 
第 1種低層住居専用地域 

第 2種低層住居専用地域(100/50) 

 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の

反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の

水平距離が８ｍ未満の範囲にあっては、当該水平距離

に１．２５を乗じて得たものに５ｍを加えたもの以下

とし、真北方向の水平距離が８ｍ以上の範囲にあって

は当該水平距離から８ｍを減じたものに０．６を乗じ

て得たものに１５ｍを加えたもの以下とする。（ただ

し、第２種低層住居専用地域(60/150)については、建

築物の高さは１２ｍ以下） 

第 2種低層住居専用地域(150/60) 

第 1種中高層住居専用地域 

第 2種中高層住居専用地域 

第 2種住居地域の一部 

指定地域 

 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の

反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の

水平距離が８ｍ未満の範囲にあっては、当該水平距離

１．２５を乗じて得たものに１０ｍを加えたもの以下

とし、真北方向の水平距離が８ｍ以上の範囲にあって

は当該水平距離から８ｍを減じたものに０．６を乗じ

て得たものに２０ｍを加えたもの以下とする。 

第 1種中高層住居専用地域の一部 

第 1種住居地域 

第 2種住居地域 

準住居地域 

近隣商業地域(200/80) 

近隣商業地域(300/80)の一部 

商業・準工業・工業地域の一部 

指定地域 
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□高さ制限が適用される場合の基本的な考え方 

 

 次のような場合、それぞれ図のように高さ制限の適用を受けます。 

 

●高度地区が敷地の一部に指定されている場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●２以上の高度地区が同一敷地内に指定されている場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各高度地区ごとに、それぞれの高さ制限が適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●敷地境界線（南側のものを除く。）が、真北方向 

真東（西）方向を向いていない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｂ点のように、隣地境界線との真北方向の距離が短かくなり（図２）、建築物の高さが低く制限

される場合があります（図３）。 

 

□高さ制限の緩和措置 次に掲げるものに該当する場合、高さ制限が緩和されています。 

（図は第 2種高度地区の場合のものです。） 

●北側の前面道路または隣地境界線の反対側に水面・線路敷等がある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●北側の隣地（前面に道路がある場合、その反対側の隣接地）の地盤面より 1m以上低い場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する平均の高さをいいます。従って、もし北側隣地に

建物がない場合は、「平均地表面」が対象となります。 



□制限の緩和措置 

 

①北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合または建築物の

敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道路の

反対側の境界線または当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該

水面、線路敷その他これらに類するものの幅の 2分の 1だけ外側にあるものとみなす。 

 

②建築物の敷地の地盤面が北側の隣地（北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の

反対側の隣接地をいう。以下同じ。）の地盤面（隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の

平均地表面をいう。以下同じ。）より 1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地

盤面は当該高低差から 1メートルを減じたものの 2分の 1だけ高い位置にあるものとみなす。 

 

③建築基準法施行令（昭和 25年政令第３３８号）第１３１条の２第２項の規定により計画道路ま

たは予定道路を前面道路とみなす場合においては、その計画道路または予定道路内の隣地境界線

はないものとみなす。 

 

④一団地に 2 以上の構えをなす建築物を総合的設計によって建築する場合において、建築基準法

（昭和 25 年法律第２０１号）第８６条第１項の規定により同一敷地内にあるものとみなされる

これらの建築物は同一敷地内にあるものとみなす。 

 

⑤一定の一団の土地の区域内に現に存する建築物を前提として総合的見地からした設計により建

築する場合において、建築基準法（昭和 25年法律第２０１号）第８６条第２項の規定により同一

敷地内にあるものとみなされるこれらの建築物は同一敷地内にあるものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

都市活力部 都市整備室 

都市計画課  TEL：０７２－７８４－８０６７ 


